
 
障害者雇用安定助成金（障害者職場適応援助コース（訪問型職場適応援助）） 

 支給申請書提出時チェックシート 
 

１ 提出書類 

 提 出 書 類 チェック 

①  障害者雇用安定助成金（障害者職場適応援助コース）支給申請書 

（「様式第８号訪」） 
□ 

②  支給要件確認申立書（障害者雇用安定助成金） 

（共通要領 様式第１号） □ 
③  支払方法・受取人住所届 

（帳票種別 ３２８５０） □ 

④  
訪問型職場適応援助者支援計画書（写）（「様式第１号」または「様式第２号」） 

地域センターが作成または承認した公印のあるもの 
※二回目の申請以降も写しのご提出をお願いします。 

□ 

⑤  訪問型職場適応援助者に対して支払われた賃金台帳等（写） 

支給対象期における労働に対する賃金の支払いがわかるもの □ 
⑥  支援対象労働者名簿（「様式第９号」） 

支援対象者ごとに作成したもの 
□ 

⑦  
訪問型職場適応援助者別活動実績状況報告書（統括票）兼申請額計算書 

（「様式第１０号」） 

支給対象期内で支援を行った職場適応援助者ごとに暦月単位で作成したもの 

□ 

⑧  訪問型職場適応援助者支援記録票（「様式第１１号」） 

支給対象期に行った最初の支援日について作成したもの □ 

⑨  
職場適応援助者支援総合記録票（写）（「様式第３号」または「様式第４号」） 

フォローアップ期間に入った場合のフォローアップ計画書のこと 

※二回目の申請以降も写しのご提出をお願いします。 
□ 

⑩  
支援実施日数超過理由書（「様式第１８号」） 

訪問日数が、地域センターが作成または承認した計画を超えた場合 
□ 

⑪  支給申請書提出時チェックシート（本書の写し） 
提出書類にチェックを入れてください。◆原本は、事業所様で保管してください。 

□ 
 ※訪問型職場適応援助者を養成するための研修に要した費用の助成について申請する場合（当該職

場適応援助者の養成研修の受講修了後初めての支援が養成研修の修了日から６か月以内に実施

され、かつ、養成研修受講料を事業主が全額負担した場合に限ります。） 

⑫  研修に係るパンフレット等養成研修に係る受講料が書かれた資料 
□ 

⑬  訪問型職場適応援助者養成研修の受講料を事業主が支払ったことが 

わかる領収書（写） □ 
⑭  訪問型職場適応援助者養成研修の修了を証明する書類 

□ 
 

裏面もご確認ください！ 



 

２ 支給額について 

 

支給対象期間は初めて行う本助成金の支給対象となる支援計画に基づく支 

援の期間開始日から３か月を最初の支給対象期（※）とし、以後３か月間の

支給対象期ごとに支給されます。 
 
※例 支援開始日 ５月１５日 
   支給対象期 ５月１５日～８月１４日（３か月） 
   支給申請  ８月１５日～１０月１４日（対象期の末日の翌日から２か月） 
 

一日の支援時間 金額 

４時間未満 （イ）  ８，０００円 

４時間以上 （ロ） １６，０００円 

３時間未満 

（精神障害者を支援の場合） 
（ハ）  ８，０００円 

３時間以上 

（精神障害者を支援の場合） 
（二） １６，０００円 

 
※支給対象期内に支援計画に基づき支援を実施した日数に応じて（イ）～（二）に 
定める額を乗じた額を、支給対象期ごとに支給します。また、同一の日に複数の

者に対する支援を実施した場合はその支援時間数の合計により、（イ）～（二）

のいずれかに該当するか判断します。 
 
 
３ その他注意事項 

 

○審査において必要がある場合には、上記提出書類以外にも書類の提出又は

提示を求めることがあります。また、当該支給申請書について「実地調査」

を行う場合がありますのでご承知置きください。 

 

○他の助成金を受けている場合は、本助成金の支給対象とならない場合があ

ります。 

 

○偽りその他不正な行為によって助成金の支給を受け、または受けようとし

た場合は、不支給決定又は支給決定の取消しが行われます。この場合、既に

支給された助成金の全額又は一部を返還していただくとともに、不支給決定

又は支給決定の取消しを受けた日以後３年間は各種助成金の支給を受ける

ことができません。 

 

○各種様式については愛知労働局ホームページよりダウンロードできます。 

 


